
 

 横浜市補装具事業者登録関係書類の記入上の注意事項    
 
 
１ 申請書・調査書の様式 

各様式については、「障害福祉情報サービスかながわ」のホームページにある「書式ライブラ

リー」→「横浜市からのお知らせ」に掲載していますので、こちらからダウンロードしてご活

用ください。 
（ダウンロードデータには、登録後に使用する「委任状」「変更・廃止届」もあります。） 

 
 

「障害福祉情報サービスかながわ」のホームページアドレス 

http://www.rakuraku.or.jp/shienhi/
※検索サイトなどにより、「障害福祉情報サービスかながわ」で検索してください。 

 
 
 

２ 事業者の登録単位について 

  事業者登録は、『事業所ごと』の登録になります。 
請求元に関わらず補装具の販売及びに修理を行うそれぞれの事業所（支店・店舗等）ごとに

登録を行っていただきます。同一の事業者（法人）で、複数の事業所を登録する場合は、登録

申請書（第１号様式）と事業所調査書（第２号様式）が各事業所ごとに必要になりますので、

ご注意ください。 
 

３ 提出書類について 

（１）登録申請書（第１号様式） 

①申請者 
事業者が申請者になります。事業者名、代表者名を記載し、代表者印を押印してください。 

②事業所情報・事業者情報 
 事業所（支店・店舗）及び事業者（法人・本店等）の名称・所在地・連絡先・事業所名称・

代表者職氏名について、記入してください。 
③請求元の選択 

補装具の提供に関する見積・請求については、事業所（支店・店舗）ごとに行うか、事業

者（法人・本社等で一括請求）が行うかを選択し、申請書の『請求元の選択』の□内にＶ印（チ

ェック）を記入してください。 
なお、『請求元の選択』で選択された事業所（又は事業者）に宛に、今後「補装具費支給券」

を発行・送付しますので、補装具の販売・製作・修理に関する見積書・請求書については、

必ず選択した事業所（又は事業者）の所在地・名称を記載してください。 
④取扱補装具種目 

   現在、取り扱っている種目全てに○を記入してください。 
⑤登録基準該当確認 

   次の種目を取り扱う場合、登録基準を満たしている必要があります。 
申請書の該当する確認欄に○を記入してください。 
（登録基準については経過措置がありますので、別添要領をご確認ください。） 

  〔義肢・装具〕※義肢装具士免許の写しの添付が必要となります。 
   事業所又は法人内に義肢装具士を配置していること。 
   ※義肢装具士を配置していない場合は、採寸のみ取扱可能です。 
  〔補聴器〕 
   薬事法施行規則に基づく届出をしていること。 

 

http://www.rakuraku.or.jp/shienhi/


（２）調査書（第２号様式） 

  調査書の人員等の欄について、該当部分に記入してください。該当がない場合は空欄として

ください。 
① 事業所名 

   申請書に記載した事業所名を記入してください。 
② 従業者情報 

   各従業者の内訳人数等を記入してください。事業所又は法人内に義肢装具士を配置してい

る場合は、必ず人数を入れてください。この場合、記載した人数分の「義肢装具士免許証」

の写しを添付してください。 
③ 薬事法上の許可・届出 

   有・無のどちらか該当する方に○印を記入し、有の場合は許可又は届出年月日を記入して

ください。 
④ 取引関係医療機関、補装具委託契約（又は登録）済の都道府県・市町村名 

   それぞれ該当がある場合に、記入してください。 
⑤ 年間平均取扱件数 

   販売・製作・修理について、事業所における取扱件数及びそのうちの補装具種目の件数に

ついて記入してください。    
 
（３）法人・事業者経歴概要（第３号様式） 

設立年月日、事業内容、役員数、資本金、各支店、主要取引、取引銀行、業績、沿革など

を記入してください。なお、パンフレットやホームページ等の写しでも結構です。 
 
（４）事業者の登記簿謄本（個人の場合は住民票抄本） 

       事業者の法人登記簿謄本（又はその写し）、個人の場合は住民票抄本を添付してください。

複数事業所分を一括して事業者が申請する場合は、１部のみの添付で結構です。 
 
（５）義肢装具士免許の写し 

      義肢装具士を配置している場合、全員分の義肢装具士免許の写しを添付してください。  
 
４ 変更届、委任状について   ※今回の提出する書類ではありません。 
（１）変更届（第５号様式） 

登録完了後、登録内容に変更がある場合にご提出ください。 
（２）委任状（第６号様式） 

補装具引渡しの際、代理受領（代金が横浜市から事業者に支払われること）について、

利用者からの了解をとるための書類です。請求の際に請求書に添付してください。 
 
５ 提出方法 

封筒に『補装具事業者登録申請書類在中』と朱書きのうえ、下記まで郵送してください。 
 

【提出先】〒231-0017 横浜市中区港町１－１ 

横浜市健康福祉局障害福祉課生活支援係 

 
６ 登録通知書について 

登録手続きの完了後、事業者登録を行った各事業所あてに「登録通知書」を送付します。
 
７ 参考 

  「補装具支給事務取扱指針」や基準、厚生労働省からの告示・通知等については、『財団法人テク

ノエイド協会』ホームページ（http://www.techno-aids.or.jp/）に掲載されていますので参照してく

ださい。また、「横浜市個人情報の保護に関する条例」等については横浜市のホームページ

（http://www.city.yokohama.jp/）を参照してください。 
 

【お問い合わせ】横浜市健康福祉局障害福祉課生活支援係 
  TEL：045-671-3931 FAX：045-671-3566 

E-mail：kf-syofukushi@city.yokohama.jp

 

http://www.techno-aids.or.jp/
http://www.city.yokohama.jp/
mailto:kf-syofukushi@city.yokohama.jp


１　利用者が障害者更生相談所に来所して判定する場合（来所判定）

① 判定予約

② 判定

　
④ ⑥ ⑧ 補装具受渡し

③ 見積書

⑦ 適合判定
⑩支給券 ⑥ 支給券
　 請求書 ⑪ 支払
   委任状

⑤ 判定書・見積書

２　利用者が医師の意見書で判定を受ける場合（書類判定）

③ 意見書作成

② 意見書依頼

① ④ 見積書
⑧ ⑩ 補装具受渡し （⑨適合判定）

⑤

支給券⑫ ⑧ 支給券
請求書 ⑬ 支払
委任状

⑦ 書類判定 ＊

⑥ 判定依頼 ＊

＊児童の場合は不要

３　注意点

（１）

（２）

（３）

決
定
通
知
書

申
請

⑨
・支給券に
受領印を押印
・委任状記入
・自己負担金
支払い

補装具費支給の流れ

決
定
通
知
書

　申請者は世帯の収入により、補装具の交付及び修理の費用の一部を自己負担し

ます。自己負担額については、区役所で決定し、支給券に記載しますので、申請者

から徴収してください。

　盲人安全つえ、歩行補助つえ、については、障害者更生相談所の判定を省略す

ることができます。

　見積書の宛先は、申請者の居住地の区長宛です。但書きで申請者の住所、氏名

を記入してください。

相
談

申
請

⑪
・支給券に
受領印を押印
・委任状記入
・自己負担金
支払い

登録事業者

利用者

区役所

障害者
更生相談所

登録事業者

利用者

区役所

障害者
更生相談所

指定医師



●あて名は利用者の居住区の区長名としてください。

●利用者の住所、氏名を記載してください。

[作成例]

御見積書 平成 年 5 月 日

○○区長

件名： 補聴器（高度難聴用耳掛け型）　交付

納品期日：

御見積金額 58,000\                       

43,900\       

　　○○○○○株式会社
　　代表取締役　　○○　○○

横浜市中区○町○－○

×××（×××）××××TEL：

単位

×××（×××）××△△FAX：

金額

●補聴器の両耳装用、車いすや装具等の屋内用、屋外用の場合は、見積書をそれぞれ１枚ずつ作成し、
「右耳用」「屋外用」のように記載してください。
●本人の希望するデザイン、素材、機能等により、差額自己負担額が発生する場合は、「基準額」「補装具
支給対象額」「差額自己負担額」「差額自己負担額が発生する理由」を記載してください。

住所：

個
6,000\         

-\               

○○　○○様　　　○○区○○町○番地

※より高い機能をもつため

備考

6,000\         1 個
1

数量

納品場所：
支払条件：
有効期限：

単価商品CD 品名
補聴器（高度難聴用耳掛け型）　

イヤモールド
43,900\       

補装具支給対象額
1,497\         

51,397\       

見積書作成のお願い（補装具）

22

合計
6,603\         

58,000\       

25

基準額 49,900\       

差額自己負担額※

3%

会社
印

差額自己負担がある場合も、基準額と
差額自己負担額を合計した額を記載。
ただし、支給決定は基準額までとなりま
す。

「利用者名」「利用者住
所」を記載。

宛名は利用者の
居住区の区長名

代表
者印

事業者登録をし
た住所、事業所
（者）名

差額自己負担がある場合、「基準
額」「補装具支給対象額」「差額自
己負担額」「差額自己負担額が発
生する理由」を記載

事業者用

基準額を記載
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